
Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日本家 政学会誌　Vol．55　 No ．9693 〜70  （2004）

韓国における イン タ ー ネ ッ ト消費者相談に

　　　　　　　　　　関する調査分析
一

利用状況 ， 消費者満足 ， 発展策を中心 に一

午
二ニ
ロ 慶　 玉

　　　　 （韓国　誠信女子大学生活科学部）

原稿受付平成 15年 9 月6 日 ；原稿受理平成 ユ6年 6 月 9 日

　　　　 The 　Analysis　of 　Counseling　Site　in　Korea

− Current　State　of　Use，　Consumer　Satisfaction，　and 　Strategies

　　　　　　　in　the　Development 　of　That 　Site一

Kyung・ok 　HUH

Department げ Fami ’y　Culture　and 　Consume 厂 Science，　Sungshin　WO π砌 苫 Univers’砂，　SeOU’，κ0 厂ea

　This　study 　examined 　the　current 　development　of 　counseling 　site　in　Korea　including　its　reliability ，　ex −

pertise．　degrees　of　satisfaction ，　and 　willingness 　to　utilize 　it　again 　among 　consumers 　who 　experienced

the　Internet　counseling 　site，　In　addition，　this　study 　searched 　for　the　problems　and 　their　solutions 　of

those 　sites ．　Accordingto 　the　results ，且rst，　consumers
，

reliability 　for　those　Sites　as　well 　as 　their　expertise

and 　degrees　of　satisfaction　were 　generaliy　high．　Even 　though 　many 　consumers 　are 　willing 　to　utilize

those 　sites 　again ，　the　number 　of　consumers 　dechnes　in　the　case 　where 　they　are　obliged 　to　pay　some

fees　for　utilizing　it．　Second，　the 　significant 　factor　raising 　consumers
’

satisfaction 　is　the　evaluation 　of 　re −

1iability，　recognition 　of　needs ，　and 　specialty 　of　consumer 　counse 且ing　sites．　In　order 　to　improve　the　man −

agement 　 of 　 counseling 　 site，　 several 　 necessary 　 reforlns 　 include　 the　 systematic 　 classification　 of

counseling 　contents 　and 　their　e缶cient　management ，　provision　and 　standardization 　of　counseling 　for−

mats ，　realization 　of 　prompt ，　active ，　and 　concrete 　responses ，　simplification 　in　becoming　members 　and

procedures　of　counsellng ，　and 　relieving 　the　burden　of　demanding　excessively 　numerous 　individual　in−

formation．
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　1．緒　　言

　近年，韓国で はイ ン タ
ー

ネ ッ ト利用が急増す る なか
，

消費者問題発生 の際に ネ ッ
・ト Eの 消費者相談サイ トを

活用する こ とが増え て い る，今 まで は訪問や 電話相談

が消費者相談 におけ る 主 な方法 として利用 さ れ て きた

が，イ ン タ
ーネッ ト消費者相談 （以下，ネ ッ ト消費者

梱談）が普遍化する こ とで ，消費者は時間と空間の 制

約が少な く， 迅速 で 便利 に相談 を受け る こ とが 可能と

なっ た．韓国政府 の 消費者保護専門機関 で ある韓国消

費者保護院 （以下 ，消費者保護院）に依頼さ れ た全体

相談件数の 中，ネ ッ ト相談が 占め る 割合 は 99 年に 3

e／o ，2000年に ユ3％，2001年に 17％ と増 えてい る現状

か ら も
11
，ネ ッ ト相 談 が急増 し て い る こ とが よ く分か

る．

　韓国 におけるネッ F消費者相談の活発化は，コ ン ピュ
ー

ター普及率の 増加に もその 原 因が あ る一・・一
方 で ，消費者

保護院，消費者団体 ， そ して ネ ッ ト上 の多様な 民間 サ

イ トで 消費者相談サ
ービス を積極的に提供する活動 の

結果 とも言 える ，近年 の 韓 国の 消費者保護院 と消費者

団体に お ける消費者被 害救済機能の活性化策に関する

研究結果 で も，ネ ッ ト相談 の 充実化は 重要な要求項 目

と して あげ ら れ て い る
： 〕．こ の よ うな 消費者相談 サイ
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トの 活発化 は 消費者権益 の 保護 ， 消費者主権 の 実現 に

も重要な意味 を持 つ と考えられる．消費者相談サ イ ト

は，企業 と消費者間 の 力 の 均衡 を保 つ こ とを可 能 と し

て くれ る新 しい 媒体であ り，両者間の 双方向コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン を 通 じ て 消費者志向的な市場 シ ス テ ム の 構

築 に 旨定的な役割を果た して い る
3’．また，ネ ッ ト消

費者相談はデ ジ タ ル 社会に おける新 しい 消費者運動の

形 と し て ，製品 や サ ービ ス に 関す る トラ ブ ル の 相談 は

もちろん，誇大広 告阻 tLや料金値下げな どに 対す る共

通 の 意見を集める こ とで消費者共同体 を形成する こ と

に 寄 与して い る
4 ／

．

　 イ ン タ
ー

ネ ッ トを活用 した 相談 は，産業化，専 門化 ，

情 報化 した社 会 に お ける 現代 人 に 好 ま し い 相談方法 と

して その 需要は増加す る と予想さ れ る ．特に消費者問

題 の 増加，消費者情報需要の 増加など，変化する今 日

的消費環境 の な か で ネ ッ ト消費者相談 は よ り有効な手

段 とな っ て い くと思 われ る． 一
方，こ の ような状況 で

韓 国 に お け る ネ ッ ト消費者相談は そ の 内容と形式の 面

で継続的に変化をみ せ て い る ．ネッ ト相談サ
ービ ス を

提供する主体 も消費者団体，消費者保護院，企業や政

府機関か ら，ネ ッ ト上 の 独 自の 民間消費者相談サ イ ト

へ と拡大し て い る．また相談データベ ース の構築，分

類別相談シ ス テ ム ，消費者情報提供お よ び多様なサ
ー

ビス 提供 ，消費者運動 の 促進 など， その 活動が より様 々

に発展 しつ つ ある，しか し，ネ ッ ト相談サ イ トの 大半

は 未だ に単純 な形態 の 相談，機関の広告などそ の サ ー

ビス の 質が初歩的な レベ ル に止まっ て い る と も言 わ れ

て い る，ま た非専門性や相談機関 の 特性が い か され て

い ない こ と な どが問題点 と して指摘され て い る
「’／，

　 こ の ように韓国に おけ る ネ ッ ト消費者相談へ の関心

と活動の変化が加速化 し て い る現状 で ，関連研究 は 充

分行わ れ て こ なか っ た と言 える．

　本研究 で は 消費者 団体，消費者保護院，企業，民間

サ イ トで提供する ネ ッ ト消費者相談を利用 し た こ とが

あ る 消費者を対象に ，相談現状を把握する た め ，相談

に対 す る 満足度，相談サ イ ト運営の 問題点 を探 り，今

後 の 発展策を模索す る ．本調査に よ っ て ，相談サ ービ

ス の 質的向上 に 向 け て の 重 要な示唆 を得る こ とが で き

る と思 わ れ る ．

　2．韓国 に お け る ネ ッ ト消費者相談 の 現 状

　〔1） 消費者団体の ネッ ト相談

　ネ ッ ト消費者 相談 の 効 率性 と成 果が高 まる な か ，

「韓国消費者連盟」「消費者問題 を研究す る市民 の 集ま

り」 「
．
YMCA 」な ど 20 ヵ 所 の 消費者団体が イ ン タ

ー

ネ ッ ト上 に独 自の サ イ トを開設 し，相談 ・被害救済，

情報提供活動 を行 っ て い る ．特に 「YMCA 」 の 場合

に は 各地方支部 に至 るまで独 自の サ イ トを構築 し活発

な活動 を見せ て い る．

　〔2） 政府機関の ネ ッ ト相談

　消費者保護院は急増する ネ ッ ト消費者相談に 対応す

る た め に 相談専用 サ イ トを 運営 して い る ．一
般商品お

よびサ
ービ ス に対す る相談の他，金融 ・保険，医療，

法律など専門サービ ス 分野に 関する相談を行 っ て い る．

また 最近，電 子商取引 に関 わ る相談が急増 して い るな

か，専用 の サ イ トを設置 して その 需要 に 対応 して い る．

　韓 国 消費者保護院 の ネ ッ ト相談利用 の 際 に は 姓名，

電話番号，住民番号 （韓国国民 の 個人 ID 番号〉な ど

を入力する こ とを求め て い る．こ れ は本人確認 や後 日

連絡な ど に 必要な手続 と な っ て い る ．

　
一

方．ソ ウ ル 市など地方自治体お よ び政府関連機関

は消費者相談 や 各種市民苦情 を ネ ッ ト上 で 処 理す る シ

ス テ ム を運営 して い る．例 え ば，行政庁 で あ る情報通

信部 の イ ン タ
ー

ネ ッ ト利用関連 相談，金融監督院 の 金

融消費者保護セ ン ターの金融関連被害相談，公正取引

委員会の 不公正取引 関連 の 告発 サ イ トな ど があげ られ

る．

　（3） 民 間サ イ トの ネ ッ ト相談

　既存の消費者団体や 政府機関で はなく，イ ン ターネ ッ

ト上 だけ の 民間 サ イ トが 消費者相談 サ ービ ス を提供す

る こ と で ，消費者 の 地位向上 に寄与 して い る．

　「Web 　User　Communication （www ，webuser ，co ，kr）」

で は，製品不良お よ び被害相談 の 結果 に よ っ て 事業者

に返品，交換な ど解決策を求め ，要求が拒否 された場

合 に は，弁護士 に よ る法的対応 を取 っ て い る ．「金李

朴消費者告発セ ン ター （www ．kimipark．co ．kr）」で は

相談品日を公共機関，金融機関 ，情報通信，衣類お よ

び 家電，電子商取引，自動車，ホ テ ル ，病院 ，食料品

な ど に 区分 して 消費者相談や告発サ
ービ ス を提供 して

い る ．「消費者班長 （www 。tor．co ．kr）」 サイ トは相談

専 門サ イ トと して相談 サ
ービス とともに消費者被害事

例情報の 検索サ
ービ ス を提供 して い る ，また，相談関

連機関 の デ
ータ ベ ー

ス を構築 して 問題 に 適合 した 相 談

機関 を紹 介 して い る．「消 費者情報村 （civ．miriman ．

co ．kr）」 は 各種 の 消費者情報提供 とともに消費者関連

の 調査研究論文を提供 して い る ．また 「オ ン ラ イ ン 相

談室」で は医療事故お よ びマ ン シ ョ ン 関連相談を専門

的に受けて い る．
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　以上，イ ン タ
ーネ ッ ト上 の消費者苦情お よ び被害事

例の掲載，各種消費者情報の 提供，消費者 自身の 経験

談 の 掲示，製品 ・サ ービ ス 改善 の 要求活動は ，21 世

紀の新 しい 消費者運動の形と して ，実際，企業側 に も

消費者指向経営を促 し て い る．

　（4） 企業 の ネ ッ ト相談

　企業側 も情報化 の 進展 の なか で 自社 の ホ ーム ペ ージ

や イ ン ターネ ッ トシ ョ ッ ピ ン グサイ トを通 じて 消費者

相談を受け付けて い る．企業は 自社の イ メ
ー

ジア ッ プ，

企業広報，販売促進，顧客情報の 収集などの 目的で ネッ

ト相談を拡大 して い る．一
方，消費者相談の 重要性 に

対する企業の 認識が高まる に つ れ，コ
ー

ル セ ン タ
ー

産

業が よ り活性化 し て い る．顧客苦情受付を単純業務と

して捉え て きた コ
ー

ル セ ン タ
ーは，オ ン ライ ン と オ フ

ラ イ ン を通 し て 顧客確保 や CRM （顧 客関係管理）の

重要な役割を担 っ て い る．特に変化する消費者と消費

環境に適応する た め ，迅速で効果的に対応で きる未来

型消費者相談へ の 転換 を め ざして い る．未来型消 費者

相談シ ス テ ム とは，オ ン ラ イ ン とオ フ ラ イ ン を並行す

る形で ，オ ン ラ イ ン の場合，声 ，画像 または動画な ど

の 先端的設備 の 活用 を必要とする．しか し，企業もイ

ン タ
ー

ネ ッ ト相談 の 必要性 は高 く認識 して い る 反面 ，

未だ に積極的 に対応 し て い る と は 言 えな い ．今 まで 電

話相談が 主 に行われ て い たため，イ ン タ
ー

ネ ッ ト相談

の た め の 設備，人材の 配置，相談技術の 蓄積などが不

備 して い る状況で ある
Gh ，　Baer7〕は

， 過去 の 電話や フ ァ ッ

ク ス に よる相談な ど顧 客 との 接触 の 20〜30％ は，イ

ン タ
ー

ネ ッ トに よ る接触に転換 さ れ る と予想 し た．変

化す る 顧客相談体制に対応で きる適切な設備お よ び組

織づ くりな ど，企業の努力が よ り求め られ る と言え よ

う，

　3．研究方法

　（1） 調査方法

　ネ ッ ト消費者相談サ
ービ ス を利用 した 経験 の あ る 消

費者を調査対象に ア ン ケートを実施 した，調査方法 は，

以前に相談サ イトの利用経験の ある者に調査票を配布

す る ともに，消費者相談サ イ トに相談文章を書き込ん

だ消費者の メ
ー

ル ア ドレス 宛 に，調査票を添付 して メー

ル 送信 を行 っ た．2GO1年 12月，50 名を対象に予備調

査 を行い ，質 問項 目を修正 した後，2002年 2 月，本

調査を実施した ．調査 票 に は 相談 サ イ トの 問題 点に対

する 自南記述 型 の 質問が含 まれ て い る が ，回答が 不実

な 場合 に は 電話，面接，E・mail に よ る 調査を追加 し

て 正確な資料収集に努め た．不実記載 された調査票を

除 き，総数 216部が分析に使われた，

　  　調査 内容

　研究 目的 を明 らかにする た め に性別，年齢，消費者

教育を受けた経験 の 有無，月平均家計所得等の 社会人

口学的変数を取 り上げ調査 に 用 い た ．相談関連変数 と

して は，相談機関，相談内容，サイ ト接続お よびサ イ

ト構成 に 対す る 評価，相談回答数，相談品目，相談回

答を得るまで の 所要時間 ， 相談におけ る標準書式の使

用有無，相談内容公開の 有無，相談員 の 名前公開有無

相談サイ トの 再度利用 の 意思 など に つ い て調査 した，

またネ ッ ト消費者相談サ
ービ ス に 関する消費者の 評価

と して そ の 必要度，信頼度．専 門性，満足度 に つ い て

は 5 点尺度 （rating 　scale ）に よ る測定 を行 っ た．

　（3） 分析方法

　ネ ッ ト消費者相談を受けた経験 の あ る 消費者 の 特性

および相談サイ ト運営状況に つ い て は平均値 ，頻度数

な どの 記述統計を行 っ た ，ネ ッ ト相談に対す る相 談満

足度，信頼度お よ び専門性，再度利用 の意思，各相談

機 関における相談特性 の 差異を検証する た め に は カ イ

（κり 検定また は分散分析 （ANOVA ＞ を行い ，有意

差があ っ た場合に は事後検定法の Duncan 検証 を行 っ

た ．また 満足度 に 影響 を及 ぼす変数を調べ る ため に 回

帰分析 を行 っ た．以上 の 分析 に は SPSS　verslon 　10．0

を使用 した．

　4．研 究結果

　〔D　ネ ッ ト消費者相談利用者の 特性

　ネ ッ ト消費者相談を受けた経験 の ある消費者 を対象

に ア ン ケートの結果，調査対象者の 特性 に つ い て 表 1

の よ うに表れ た ．

　調査対象者 の 約 59％ は 女性 ， 平均年齢は 23 歳，家

計の 月平均所得は約 340万 ウ ォ ン （10 ウ ォ ン ＝約 1

円）で あっ た，調査対象者が ネ ッ ト Lで消費者相談を

受け た機関 と し て は 企業が 46％ ，消費者保護院が約

29％，消 費者団体約 ユ4％ ，民間相談サ イ トが ユ2％ 程

度で あ る．相談品 目はサ
ービ ス 関連が約 21％，専門

サ ービ ス が 5％ ，製品関連 が約 15％ で あ っ た．各相談

サ イ トは すべ て 無料 で 相談サ
ービ ス を提供 して お り，

相談の 手続き上，会員登録が義務 条件 で あ る 場合は全

体の 22％ 程 度 で あ っ た．相 談内容 を 公 開 し て い る場

合 は 全体 の 約 6ユ％ ，相談 員 の 名前 を公開 し て い る場

合は 47％ で あ る こ とが分 か っ た．また 相談の た め の

標準書式 を揃 えて い る サ イ トは 34％ に過 ぎず，調査
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表 1．ネ ッ ト消費者相談利用者お よび相談 関 連特性 （N ＝ 216）

性 別

特性

年齢

（M ＝23．4）

相談機関

区分 実数 （％ ） 1 特性 区 分 実 数 （％）

男性 89 （41．2） 消費者教育 受け た こ と が あ る ll8 （55．D
女性 127 （58．8） 受け た こ とが ない 96 （44．9）

20 歳以 下 70 （33．8） 家計所 得 200万 ウ 牙 ン 以 下 71 （34．1）

2ト 25歳 55 （25．7） （M ＝339．6， 201〜300万 ウ ォ ン 55 （26．4）
26〜30歳 36 （16．8） 10ウ オ ン ＝ 301〜500 万 ウ ォ ン 63 （30．3）

31歳以上 46 （21．5） 約ユ円） 501万 ウ ォ ン 以 上 19 （9，1）

消費者団体 29 （13，6） 相談内容 不満 24 〔工2，6）

企 業 98　（46．0） 情報要求 27　（14．王）

消費者保護院 61 （28．6）
旨

返 金，交換 61 （31．9）

民 間 サ イ ト 25 （ll．7） 告発
・
申告 5 （2．6｝

・被 害救済
判 74 （38．7）

標 準 相 談 書 式 無 141 （65．9） 会員登 録義務 義務事項 で は な い 164 （78．1）
の 有無 有 73 （34．1） の 有無 義務事項 で ある 46 （21．9）

サ イ トの 接続 良好 （4〜5） 187 （87．4） 有料相談サイ 利用す る 17 〔7．9）

状態 普通 （3） 19 （8．9） トの 利用意思 利用 しない 197 （92．1＞
よ くな い （1〜2） 8 （3．7）

サ イ トの 構成 よい 〔4〜5） 132 （61．4） 相談 回答数 1回 145 （68，7＞
普通   69 （32．1） （M ＝1，41） 2 回 49 （23．2）
よ くな い （1〜2） 14 （6．5） 3 回以上 17 （8．1）

相談品目 製品 32 （14．9） 相談回答を得 24時間以 ド 111 （52．6）
サ
ー

ビ ス 46 （21．4） る まで 所 要 時 25− 48時 間 53 （25．1）

専門サ
ービス ll （5．エ）　 1 間 49〜120 時間 3ユ （14．7）

そ の 他 126　（58．6） （M 二49．18）　 121〜168時 間

　　　　　　 上69 時間 以 t二

7 （3．3）

9 （4．3）

相談内容公 開

有無

信頼度

CM＝3．71）

相談満足度

（M −・3．44＞

公 開 130 〔61．3） 相談員 の 名前 提 示 しない

非公開 82 （38．7） 公開 有無 提示

望ま しい （4〜5） 141 （65．9） 専 門 性 望 ま しい （4− 5｝
普通 （3） 59 （27．6） （M ＝3．40） 普通 （3）
望ま し くな い （ト 2） 14 （6．5＞ 望 ま し くない （1〜

満足 （4〜5） 12エ （56．3） ネ ッ ト相 談を 利 用 しな い

普通 （3） 54 （25．1） 再 度利 用 す る 利 用 す る

不満足 （1〜2） 40 （18．6） 意思

114　（53．5｝
99　（46．5｝

lO2　（47．7）
81　（37．9）
31　（14，5｝

60　（27．9）
155　（72．1）

信頼度，專門 性，相談満足度 に つ い て は，5点尺 度 で 調 査 を行 っ た もの の ，本 表 で は肯
・
否定の 傾 向 を把握 し

や すくする た め 3段 階表示 に 簡略化 した．
串
韓 国消 費 者保 護 院の 場合 「柑談」→ 「被害救済」→ 「調停」 と い

う手順 に 相 談 処 理 が 行 わ れ て お り，相 談内容の 分類 にお ける 「被害救済」 と は斡旋を求め る 相談を示す．

対象者 の 2／3程度は 1 回の 相談 で あ り， 同 じ内容で 2

回以上相談を し た割合は，1／3程度 で あ っ た ．相談 の

内容 は 主 に被 害救済，返金 や交換問題，それ か ら消費

者情報要求の 順 に表れ た ．こ の 結果 か らは 相談サ
ービ

ス が購買後 の 相談 に偏 っ て い る こ とが 分 か る．相談 に

対す る 回答を得 る まで の 所要時 間に つ い て は ，調査対

象者の半分程度は 1 日の 内 に 回答 をもらい ，1／4 程度

は 2 日 め に 回答を も ら っ た こ と が 分 か っ た ．平均 は

49 時 間 ，つ ま り約 2H で あ っ た ．

　
一

方，ネ ッ ト消費者相談サ ービ ス に対す る信頼度 と

専門性 に対す る評価で は ，そ れ ぞ れ 約 66％ ，48％ が

望 ま しい と答 えて い る．ま た 相談 を受 け た 後 の 満足度
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表 2．相談機関別評価およびサイ ト運営特性

特性 区分 実数 平均 D 特性 区分 実数 平均 D

相談 消費者団体 29 1．24 a 相 談 の 消 費者 団体 28 3．43a

回数 企 業 96 1．83 b 専門性 企 業 98 328a

消費者保護院 60 1．38 a 消 費者 保 護 院 61 3．54 a

民間サ イ ト 25 L40 a 民間サ イ ト 25 3．52a

F 値 5．59榊 掌 F 値 1．32

回答 消費者団体 29 1，10 a 相談内 公開 非公開

回数 企 業 96 1．65 b 容の 公 消費者団体 24 （85．7） 4 （14．2）

消費者保護院 6Q 1．28 a 開 企業 47 （47．9） 51 （52．0）

民 間 サ イ ト 25 1．24 a 消費者保護院 38 （633） 22 （36．6）

民間サイ ト 21 （87．5） 3 （12．5）

F 値 5．89
＊鵬＊

z3値 21．53麟’噛

相談信 消費者団体 28 3．82 a 相談の あ る ない

頼度 企 業 98 3．61 a 再度利 消費者団体 23 （79。3） 6 （20．6）

消費者保護院 61 3．74 a 用 へ の 企 業 63 （64．2） 35 （35．7）

民間サ イ ト 25 4．00 a 意思 消費者保護院 49 （80．3） 12 （19，6）

民間サ イ ト 19 （76．0） 6 （24．0）

F 値 1．67 z植 5，99寧

相談満 消費者団体 29 3．59 a 相談員 公開 非公開

足度 企業 98 3．35 a 名前の 消費者団体 6 （21．4＞ 22 （78．5）

消費者保護院 61 3，50 a 公開有 企業 50 （5L   48 （48．9）

民間サイト 25 3．48 a 無 消費者保護院 30 （50．O＞ 30 （50．0＞

民 間 サ イ ト 12 （48．O＞ 上3 （52，0）

F 値 0．54 κ
2

値 8．20＊

サ イ ト 消 費者 団 体 29 3．86 a 相 談 標 使用 不使 用

構 成 の 企 業 98 3．58 a 準 書 式 消 費 者 団 体 9 （31．0＞ 20 （68．9）

評価 消費者保護院 6ユ 3．82 a の 使用 企 業 20 〔20．4） 78 （79．5）

民間サ イ ト 25 3．68 a 有無 消 費者保護院 39 （65．0） 21 （35．0）

民 間サ イ ト 5 （20．0） 20 （80．0）

F 値 1．65 κ
2
値 35．82拿零寧

’

p〈 O．05，　
’ ＊

p〈 0．01，　
’ ＊ ＊

p〈 0．001．
内は 比率 （％ 〉 を示す．

D （Duncan）　同文字 と表記 され た グ ループ 間 は 統計的 に有意差 は ない ．（ ）

に つ い て は
， 調査対 象の 56％ が満足 と答えて お り，

19％程度が不満 を感 じてい る と答えた．ネッ ト相談サ
ー

ビ ス に対する再度利用の意思 に つ い て調べ た結果か ら

は，72％ が再び利用の 意思が あると答えた，しか し，

相談サ ービ ス を有料化す る場合 は，約 8％ の み 「利用

する」と答えて お り，有料化 の 場合に は利用意思がか

な り少な くな る こ とが分か っ た．

　（2） 相談提供機関別の特性差 の 検証

　現在 ネ ッ ト消費者相談サ ービ ス を提供 し て い る 主体

は消費者団体，企業，消費者保護院，民間サ イ トな ど

多様で ある，そ こ で提供機関別相談に おける消費者の

信頼度，専 門性 ，再度利用 の 意思な ど に 差 が あ る の か

につ い て 検証 した．そ の 結果 を表 2 に示す．

　 しか し，ネッ ト相談に対する消費者の満足度，信頼

度 ， 專門性，相談 サ イ ト構成，相談回答を得る まで の

所要時間等の 評価に つ い て は相談機関別の 差がない こ

とが 分 か っ た （
一

部表省略）．こ の結果は先行研 究 に

お ける 研 究結果 と の 違 い をみ せ る．キ ム 等 の 研究
S ｝

で
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表 3．ネ ッ ト相談満足度 の 影響要因 に対す る回帰分析 （N ＝197）

独立 変数
　 Unstandard

regreSSiOn 　COeffiCient

　 　 Standard
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Tvalue
regression 　eoefficient

性別

年齢

家計所得

相談 の 必要度

相談 回数

相談 の信頼度

相 談 の 専 門性

相談 同答を得 る まで

の 所要時間

　0．18
− 0，003
− 0．0003

　 0．227率串寧

　0．041

　0．58率榊

　0．32抑巾

一〇．OOO3

　0，08
− O．08
− O，07

　0．135

　0，036

　0，47

　0，28

一〇．02

　 1．62
− 1．58
− 1．52

　0．691

　0．727

　6．784

．08

一〇．53

Intercept

FvalueRsquare

Adjusted　R 　square

一
〇．1323

．05‡ ・ 率

　 O．550

．52

一
〇．20

＊

p く 0．05，　
巾 ’

p ＜ 0．Ol，　
＊ ＊ ＊

p く 0．001．

は，消費者団体が提供す るネ ッ ト相談が民 間サ イ トの

相談 よ り専門 的 で客観的 で あ る と して い る が ，本研究

で は相談 の 満足度，信頼度，専門性な ど相談サ ービス

に 対する重要な評価基準 に 関 して 機関別 の 差は見られ

なか っ た．

　
一

方，相談回数，回答回数に は差が表れた．企業に

お け る 相談 サ
ー

ビ ス を利用 した 場合，相談 回数 お よ び

相談に 対する 回答が 多か っ た こ とが わ か っ た．相談利

用 の 頻度，つ ま り量 的側面で企業サ イ トが多く利用 さ

れ て い る こ とが うかが える ．しか し，相談サ イ トの 再

度利用の意思に つ い て は ，企業サ イ トを再び利用 した

い 意見が 64％ で ，他 の 相談機関 に お け る 割合 （約

80％〉よ り低 い こ とが分か っ た．こ の 結果か らは，企

業 の 相談 は量的 に 頻度が多い 反面，再度利用 の 意思 に

つ い て は消極的で あ る こ とが 分か る．し た が っ て，企

業は ネ ッ ト相談サ
ービ ス に お け る 消費者 の 再度利用 を

誘導す る 戦略が 必要 と さ れ る ．

　 また，相談に 応 じ る相談員 の 名前 を 公開 して い る か

の質問項目に対 し，消費者団体 （21％）は他 の 相談機

関 （約 50％）に 比 べ 低い 回答率 をみ せ て い る ，相 談

員 の 実名 を公 開す る こ とは，消費者 の 信頼 を得 る 重 要

な要素 で あ りこ の 点 に消費者団体の気配 りが 求め ら れ

る．

　相談 内容 の 公 開 に 関 して は ，消費者団体 と民間 サ イ

トの 方 が相談内容 を公 開す る割合が高 く，企 業は そ の

割合が 最低 （約 4896） で あ っ た．相談内容の 公 開で，

同 じ内容 の 重複相談 を避 ける ととも に，類似被 害を予

防す る こ とが で き る．そ こ で 企業は よ り積極的 に相談

内容の 公開 に取 り組む必要が ある．

　その 他，消費者保護院の 場合，他機関 よ りも，ネ ッ

ト相談の 標準様式が使用 されて い る こ とが分か っ た，

効果的で 迅速な相談シ ス テ ム 構築の た め に は 企 業や民

問サ イ トで も相談 に お け る 標準書式 の 使用 が 望 ま し い ．

　 （3） ネ ッ ト相談 の 満足度 の 影響 要因

　ネ ッ ト消費者相談サ
ービ ス に対 する消費者 の 満足度

に は どの ような変数が影響を及 ぼ すの か を調べ る た め

回帰分析 を実施 した ．そ の 結果 を表 3 に表 した ．こ こ

で 独立変数は，先行研究
9 ／

を参考 に して 満足度 に重要

な影響変数と考えられ る相談サ イ トに対する消費者の

相談の 必 要度，信頼度，専門性，相談回答を得る まで

の 所要時間等を使用 し た．

　分析 の 結果，ネ ッ ト相談に対す る必要度の認識，信

頼度，専 門 性 の 評価水準 が 相談満足 度 に 有意 な 影響 を

及 ぼ す こ とが分か っ た．ネ ッ ト消費者相談の必要性を

高 く認識す るほ ど，ネ ッ ト相談サ
ービ ス を信頼する消

費者 で あ る ほ ど，ネ ッ ト相談 サ
ービ ス が専門性を有す

る と評価す る 消費者で あ る ほ ど相談満足度が 高 い と い

う結果 で あ る．一
方，性別，年齢など，社会 ・

人 口学

的特性 は 満足度 に 影響を及 ぼ さ な い こ と が 判明 した ．

　（4） ネ ッ ト消費者相談サービ ス の 問題点

　ネ ッ ト相談サ ービ ス の 利用 に お け る 問題 点に つ い て ，

自由記述 に よ る 主 な回答内容 か ら，ネ ッ ト相談 サ
ー

ビ
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ス の改善策を模索 した，まず利用者は時間 ・空問 の 制

約がな く便利 に相談 を受けられ る こ とに満足 して い た．

しか し， 問題解決の た め ネ ッ ト上 で 何回 も送受信を繰

り返す こ と にネ ッ ト相談の不便を感 じるとい う意見も

あ っ た．リ ア ル タイム の 相談や ，電話相談 を並行 して

相談に対応する こ とが望 まれ る ，

　相談サ イ トの 問題点 として 挙げら れ たの は，第
一
，

相談申込み の 後，回答 の 返事が ない 場合 が
一

番不満 で

ある と答 えて い る．そ の他に，誠意 を感 じない 回答，

短い 回答，他機関あ っ せ ん の 回答，電話 を求める回答，

被害救済機関の電話番号だけ知 らせ る場合，形式的 で

当 た り前な内容 の 回答，具体的 で な い 回答，折 り返 し

連絡をくれ る と 言 っ た後返事が 来な い 場合などが 問題

点 として指摘された．つ ま り，相談機関が消費者の 立

場に 立 っ て ，積極的で 迅速 に相談に対応 し て くれる こ

とを非常に 強 く求め て い る こ とが分か っ た ．

　第二 ，利用者 は相談内容の 分類，重複的相談 に対す

る回答事例，法的資料添付 な ど
， 体系的な サ イ トの 運

営 を求 め て い た．また相談文章 を掲示板に書き込 ん だ

後，他 人の 相談文が後か ら載 り混ぜ られたため，自分

の書い た文章を探す の に多 くの時間がかか る こ とが 生

じ る の で ，利用者本 人の 文章を探 しや す くするサイ ト

構成 が 望 ま し い との 指摘があ っ た．相談内容を公 開す

る場合 に も，書き込み の 順 に 内容が公 開 され る よ りは，

製品，サ
ービス ，相談品目別に 内容を分類する方が デー

タ ベ ース 構築に も効果的 で ある と考えられる．

　 第三 ，相談書式提供の 必要性 が提案さ れた．文章を

書 く消費者 に と っ て は，どの よ うな こ とか ら書 くべ き

な の か困るこ と があり，標準化 され た 相談様式 を提供

する こ とは効率的 で ある．

　 第四 に，利用者は相 談 を受け る ため に会員登録 をし，

登録 の 際には名前は もちろん ， 様 々 な個人情報を示す

こ とに な る，サ イ ト利用 に おけ る会員登録は，本人確

認や い たずら性 の 書 き込み 防止，オ ン ラ イ ン 情報メー

リ ン グ レ タ
ー

の 発送 な ど，多様な目的 で 求め られ る場

合が あ る．しか し相談員の 場合は実名を明か さず 「サ

イバ ー
相談員」などの名称で 身分 を明確に し ない こ と

に対す る 不満があ っ た ．また相 談を受け る まで 会員登

録 と手続 きが 繁雑 で ，後で 追加相談 を受ける ため に は

ID や パ ス ワ
ー

ドを覚え る 必 要が ある こ と，会員脱退

が し に くい とい う指摘もあ っ た，

　 一方，相談機関別 の 問 題 点 と して は ，企業が提供す

る相談サ
ービ ス の 場合，自社商品 の 宣伝や広告の た め

に 相談 が行われ て い る点，消費者の 個人情報を過度に

要求し て い る点，相談 の 信頼性の 問題が指摘され て い

る．消費者団体の場合 は回答が具体的で ，消費者 の 立

場 に なっ て相談に対応 してい る と の意見が 出 された．

また民間サ イ トに お ける相談は 回答文章の 表現 が 他機

関に くらべ て 親切 で ，消費者の 心理的共感に気を配っ

て い る こ とが うかが えた ．

　以上 の調査結果を総括 してみ る と，ネッ ト消費者相

談は単に 苦情相談や被害救済 の 機能の他に も消費者の

主権確保や世論形成の た め の 効果 的な手段 と して も欠

かせ ない と思われる．ネ ッ ト消費者相談が急増 して い

る現状で ，相談サ
ービス を提供する主体は限定的 で ，

人的 ・物的資源の不足 とい う状況 にある ，今後ネ ッ ト

相談の 制約点や問題点を緩和 ・解決 して い くこ とが 至

急に求め られて い る ．

　5．結論お よ び提言

　本研究で はネ ッ ト消費者相談サ イ トで 相談 を受け た

経験の あ る消費者 を対象に，相談サイ ト利用状況お よ

び 満足度へ の影響変数 に つ い て 調査 し，ネ ッ ト消費者

相談サ
ービス の現状把握 と今後 の 改善策を模索する こ

とを目的 と した ．調査結果を要約 し改善策を提案 した

い ．

　第
一
，ネ ッ ト消費者相談の専門性，信頼度に対す る

利用者評価は肯定的 で あ り，そ の 満足度 も高い 傾 向を

みせ る とともに今後再利用 の 意思 も多く表れ た ，一
方 ，

ネ ッ ト相談が有料化する場合の利用意思 は否定的 に表

れ，必要な情報に費用 をか け て利用する とい う消費者

意識 は まだ低い と判断 される．しか し，ネッ ト相談サ
ー

ビ ス の 質的向上 の ため に は必 要に応 じ て，リ ア ル タイ

ム 相談，1対 1相談，問題解決 の 代行 ， 専 門相談や 専

門情報提供 な ど，特別なサ ービ ス に 対 し有料化する こ

と も検討す る必要がある ．

　 第二 に，ネ ッ ト相談サ
ービ ス に対する必要度の 認 識 ，

信頼度，専門性は相談の 満足度 に大 きな影響を及ぼし ，

こ れ は再利用 の 意思 に つ なが る もの とみ られ る．その

ため彳・ッ ト消費者相談の 必要性に対す る認識 の 向上，

信頼度の確保 ，専門的な相談提供 に よっ て満足度 をあ

げ る相談サ ービ ス を提供 す る こ とは 重要なポイ ン トで

あ る と言え る．また，相 談提供の 主体別 （消費者団体 ，

消費者保護院，企業，民間 サ イ ト）の 相談サ
ービス に

お け る信頼度や 満足度 の 差は あ まりなか っ た もの の，

各機関に おける特徴 を生かす相談へ の 努力 に よ っ て 質

的満足度 をあげ る こ とが 求め られ る．

　 第三 に ，ネ ッ ト相談 サ イ ト運営の 問題点に つ い て 自
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由記述 に よ る意見 と して は，迅速 で積極的 ・具体的な

回答，相談内容 の 分類お よ び体系的 な 管理，相談書式

や必要 な書類様式の提供，会員登録およ び手続 きの 簡

素化，過度な個人情報要求の 解決等の 意見 が 多か っ た ．

ネ ッ ト消費者相談が よ り効率的 に活用され る た め に は

こ れ ら の指摘を早期改善す る必要がある ．

　最後に，本研究 を総括 しな が ら，ネ ッ ト消費者相談

の 活性化策に つ い て，次の よ うな こ と を提言 した い ．

　 第
一
，ネ ッ ト相談に対する 需要 は 今後 とも急激に増

えて い くと予想 され て お り，責任感を持 っ て 持続的 な

相談サ
ービ ス を提供 で きる専門相談員の 養成 が至急 に

求 め られる．

　第二 に ，消費者相談サ イ トに対する積極的な広報，

教育活動が 必要 で ある．未だ に苦情や被害が 生 じた 場

合，そ の 解決方法や ，被害情報 の 収集方法 に 関 して よ

くわ か らない 消費者が多い ，した が っ て，情報化 時代

に消費者相談サ イ トを効果的に 活用 で きる方法に 関す

る 充分 な広報 と教育が 求 め ら れ る ．

　第三 ，大概 の ネッ ト相談機関はオ フ ラ イ ン 相談機関

と同様，活動の 内容上 ，差別化さ れ て い な い ．オ ン ラ

イ ン 上 の 消費者団体お よ び相談機関の 専門性 と効率性

を高め る ため に各機関 が それぞれ特定分野の 専門相談

を行 うシ ス テ ム づ くりが 必要で あ る．役割分業 と専 門

化 を通 じて 急増す る相談 需要に効率的に 対応する こ と

が望まれ る．

　第四 に ，ネ ッ ト相談関連の デ
ー

タベ ー
ス の構築お よ

び 相談情報の体系化が 必要 で ある，相談内容お よ び被

害事例 に関す る総合的情報 シ ス テ ム の 構築で，消費者

が素早 く資料検索 で きるように す る こ とで ，類似 した

相談内容に対する回答 を繰 り返す手間 や費用 を減 らす

こ とが で きる．

　第五，購買前相談の 活性化で ある．ほ とん どの ネ ッ

ト相談は購買後の 被害救済 に 偏 っ て い る．購買前 の 消

費者相談の活性化で 被 害を予防す る こ とが 必要 で あ る．

オ フ ラ イ ン 相談 とは違 っ て ネ ッ ト相談 は多様 な情報公

開 に より購買前 の 情報提供 を よ り効果的 に 活用す る こ

とが で きる．今後 ，購買前 の 多様な内容 の 相談 を拡大

させ ，被害の未然防止 に尽 くす こ とが求め ら れ る．

　なお，ネ ッ ト消費者相談 に 対 す る 社会的支援 ， 政策

的支援 が必要 で あ る．例 え ば民間相談サ イ トの 中 で 公

益性が認め られる もの に関 して は ，社団法人お よびボ

ラ ン テ ィ ア団体と して選定 し，財政支援をす る 方法，
ま た各相談機関 に消費者の 寄付 参加 を促す減税政策な

ど多 くの社会的支援が 求め られる．

　本研究は近年，韓国 に おけ る 社会的関心 を集 め て い

る イ ン タ ーネッ ト消費者相談に 関する新 しい 研 究 と し

て その 意義を持つ と思 われ る．しか し，標本選定に お

い て 便意的な収集方法 に 依存 して お り，調査対象者が

若 い 消費者層 に 限 られ て い る とい う限界が ある ．最近，
イ ン ターネ ッ ト消費者相談は すべ て の 年代層に拡大さ

れ て い る傾向に あ り，今後とも代表性 の あ る標本を持 っ

て よ り多様な視点か らの 調査研究が望 まれ る．

　本稿の 日本語訳 に関 し，東京学芸大学 大学院連 合学

校教育学研 究科 の 李賢眞さん に全面 的な ご 苦労 をお か

け しま した．記 して感謝申し上げる．
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